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アジア の窓

　
恒
例
の
公
開
講
座
（
二
十
八
回
）
は
、「
東
ア
ジ
ア

共
同
体
を
考
え
る
」
を
テ
ー
マ
に
六
月
七
日
か
ら
七
月

五
日
ま
で
の
五
回
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
梅
雨

時
期
に
も
関
わ
ら
ず
、
多
く
の
方
が
参
加
さ
れ
熱
心
に

聴
講
頂
い
た
こ
と
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
賛
否
両
論

の
あ
る
テ
ー
マ
で
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
論
者
の
み
が

講
師
と
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
で
す
が
、
本
講
座
で
は
賛

成
論
と
反
対
論
の
代
表
的
な
論
客
を
講
師
に
招
い
て
お

り
、
聴
衆
の
方
々
に
も
論
点
・
主
張
を
比
較
で
き
参
考

に
な
っ
た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

以
下
、
各
回
の
講
師
と
講
演
タ
イ
ト
ル
及
び
受
講
者
数

で
す
。

　
第
一
週
　
六
月
七
日   

浦
田
秀
次
郎
（
早
稲
田
大
学

大
学
院
　
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
科
教
授
）

「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
構
築
と
日
本
の
役
割
」 

一
六
五
名

　
第
二
週
　
六
月
十
四
日  

渡
辺 

利
夫
（
拓
殖
大
学
学

長
）
　

「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
に
慎
重
に
対
処
す
べ
し
」
一
五
〇
名

　
第
三
週
　
六
月
二
十
一
日  

石
川 

幸
一
（
ア
ジ
ア
研

究
所
教
授
）

「
共
同
体
形
成
で
先
行
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
」
一
五
〇
名

　
第
四
週
　
六
月
二
十
八
日  

西
澤 

正
樹
（
ア
ジ
ア
研

究
所
准
教
授
）

「
日
本
企
業
の
東
ア
ジ
ア
進
出
」
一
二
〇
名

　
第
五
週
　
七
月
五
日   

大
西 

義
久
（
セ
ン
ト
ラ
ル
短

資(

株)

代
表
取
締
役
社
長
） 

　

「
ア
ジ
ア
共
通
通
貨
導
入
の
考
え
方
」
一
一
〇
名

ア
ジ
ア
研
究
所
だ
よ
り

Ｆ
Ｔ
Ａ
＝
自
由
貿
易
か

　
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
日
本
語
で
は
「
自
由
貿
易
協
定
」
で
あ

り
、
関
税
を
撤
廃
し
自
由
に
貿
易
を
行
う
た
め
の
協
定

で
あ
る
。
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
結
べ
ば
自
由
貿
易
が
す
ぐ
に
実
現

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
「
ノ
ー
」
で
あ
る
。

　
第
一
の
理
由
。
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
協
定
相
手
国
の
産
品
の
輸

入
を
自
由
化
す
る
協
定
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
は

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
結
ん
で
い
る
が
、
中
国
品

が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
経
由
し
て
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
場

合
は
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
対
象
に
な
ら
な
い
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の

産
品
（
原
産
品
と
い
う
）
の
み
が
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
恩
恵
を
受

け
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
原
産
品
と

は
何
か
で
あ
る
。
タ
イ
や
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
布
で

織
ら
れ
た
シ
ャ
ツ
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
原
産
品
な
の
だ

ろ
う
か
。
原
産
品
と
は
何
か
を
決
め
る
の
は
原
産
地
規

則
で
あ
る
。
原
産
地
規
則
と
い
う
試
験
に
合
格
し
た
産

品
の
み
が
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。

　
第
二
の
理
由
。
Ｆ
Ｔ

Ａ
は
企
業
が
申
請
を

行
っ
て
初
め
て
利
用
が

出
来
る
。
申
請
に
は
原

産
地
規
則
を
満
た
し
て

い
る
と
い
う
証
明
書

（
原
産
地
証
明
）
が
必

要
で
あ
る
。
証
明
書
の

入
手
は
何
で
も
時
間
、

手
間
、
費
用
が
か
か

る
。
た
と
え
ば
、
自
動
車
は
何
万
点
と
い
う
部
品
が
使

わ
れ
て
い
る
。
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
使
う
た
め
に
は
何
万
点
と
い

う
部
品
に
つ
い
て
原
産
地
証
明
書
を
取
得
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
企
業
は
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
申
請
の
手
間
や
費
用
と
Ｆ
Ｔ
Ａ

に
よ
る
節
税
と
い
う
恩
恵
を
比
較
し
、
恩
恵
が
費
用
よ

り
大
き
け
れ
ば
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
使
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ

て
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
利
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
よ

り
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
し
、
同
じ
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
も
産
業

に
よ
り
異
な
っ
て
い
る
。
産
業
別
に
み
る
と
、
ア
ジ
ア

の
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
自
動
車
産
業
が
主
な
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
自
動
車
お
よ
び
同
部
品
に
対
す
る
関
税
率
が

高
い
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
税
率
と
一
般
関

税
率
の
差
が
大
き
い
ほ
ど
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
節
税
効
果
は
大
き

く
な
る
。

　
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
、
自
由
化
の
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
中
国
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
は
、
自

動
車
、
オ
ー
ト
バ
イ
、
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
な
ど
家
電
製

品
な
ど
が
例
外
と
な
っ
て
い
る
。
例
外
が
多
い
Ｆ
Ｔ
Ａ

は
当
然
利
用
率
が
低
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
と
中
国
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
利
用
率
は
非
常
に
低
い
。

　
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
進
出
し
て
い
る
日
系
の
自
動
車
企
業

は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
利
用
し
た
節
税
額
が
年

一
億
ド
ル
と
言
わ
れ
て
い
る
。
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
う
ま
く
利
用

で
き
れ
ば
恩
恵
は
大
き
い
。

　
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
貿
易
を
増
加
さ
せ
、
経
済
を
発
展
さ
せ
る

効
果
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
企
業
が
使
わ
な
い

の
で
は
こ
う
し
た
効
果
は
期
待
で
き
な
い
。
ア
ジ
ア
の

Ｆ
Ｔ
Ａ
を
使
い
や
す
い
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
石
川
幸
一
・
ア
ジ
ア
研
究
所
教
授
）


